
別記 

第１号様式（第５条関係） 

令和  年度大田区家庭福祉員保護者補助金交付申請書 

     年   月   日 
（宛先）大田区長 

 
 

大田区家庭福祉員保護者補助要綱第５条の規定に基づき、家庭福祉員委託料補助について申請し

ます。 

また、交付決定に基づき補助の請求をおこなった際は、下記の口座に振り込んでください。 

なお、受給資格に係る審査等に際して、次の事項に同意します。 

(１) 私、配偶者その他の児童と生計を一にする扶養義務者の所得額、特別区民税の課税資料及び

住民登録を公簿等で大田区が確認すること。 

(２) 当方から取消しの申込みをしない限り、家庭福祉員に委託している期間は、引き続き下記振

込口座に振り込まれること。 

(３)  交付額は、申請者（配偶者等を含む）が家庭福祉員に納入した受託料の合計額と要綱に定め

る補助上限額を比してどちらか低い金額となること。 

記 

 

申請者 

 

(保護者及び 

口座名義人と同じ) 

氏 名 

（ﾌﾘｶﾞﾅ）         
                      委託児童からみた 

 

                  ○印    続柄（    ）  
 

住  所 

電話番号 

郵便番号 

大田区 

 
電話番号    （     ） 

振込口座 
 

(①又は②の

いずれかの

口座とする

こと。) 

○1 ゆうちょ 

銀行以外の 

金融機関 

金融機関 
      銀行 信用金庫             支  店 

        信用組合               出張所 

預金種別     １ 普通 ２ 当座 店番号  口座番号        

○2 ゆうちょ

銀 行 

 

通帳記号 

 
１    ０ 

 

通 常 貯 金 

 

通帳番号 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（フリガナ） 

委託児童氏名 

生年月日 

 

家庭福祉員名  

     年   月   日生 

階層区分及び 

区分に関する 

確認事項 

(該当箇所にチェック

を付けてください) 

□ 生活保護世帯、里親世帯又は区市町村民 

税非課税世帯 

□ 住民税均等割のみ課税世帯 

□ 住民税所得割が 5000円以下の世帯 

□ 住民税所得割が 5000円以上の世帯 

同意事項 

 

□ 生活保護の廃止又は今年度

課税が生じた場合、必ず再申請

します。 

（注意） 

口座名義人欄の押印は、スタンプ印は使用できません。 

 

区確認欄 

区処理欄 

申請収受欄 


